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☆温泉センター利用料の助成

　檜原村「数馬の湯」が５２０円、奥多摩町「もえぎの湯」が４８０円、あき

る野市「瀬音の湯」が７００円、日の出町「つるつる温泉」が６２０円（いず

れも大人料金）で利用できます。利用券は保険年金課、各出張所、各市民セン

ターで配布しています。（１枚の利用券で３人まで利用可能）

　枚数に限りがありますので、無くなりしだい終了します。

※�後期高齢者医療制度加入者は国民健康保険加入者ではない

ため、配布の対象となりません。

保健事業等
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国民健康保険の し く みを お知 ら せ し ま す 問�い合わせ　保険年金課給付係 ・�
資格賦課係 （市役所１階）

　わが国では、病気やけがをしたとき、安心してお医者さんにかかれるよう、すべての人が何らかの医療保険に加入することになっています。これが国民皆保険制度
です。国民健康保険（国保）は、こうした医療保険の一つで、加入者がお互いに助け合い、安心して医療が受けられる国民皆保険の根幹をなす制度です。
　しかし、近年の急速な高齢化の進展・生活習慣病の増加・医療の高度化等に伴い医療費は急増し、大変厳しい運営を強いられています。加入者
の皆さんは、医療費の一部を支払い医療を受けますが、残りの医療費は、国民健康保険税 (保険税 )として納付していただいたお金を財源として、
医療機関へ支払っています。
　今後とも安定した国保制度の維持運営のため、加入者の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

国保の加入 ・脱退～届け出は１４日以内に～
　他の健康保険に加入したときや脱退したとき、転入・転出したとき、子ども
が生まれたときなどには、１４日以内に加入・脱退の手続きをしてください。
☆加入できる方
①自営業者、農業・漁業従事者とその家族
②退職して職場の健康保険などを脱退した方
③パートやアルバイトなどで職場の健康保険に加入できない方など
　加入の届け出が遅れると、保険税をさかのぼって納めなければならないこと
や、届け出の日までにかかった医療費の保険給付が受けられなくなることがあ
ります。
　また、他の健康保険資格取得後に国保の被保険者証（保険証）を使って医療
を受けると、国保で負担した医療費を後日返納することになります。
　なお、手続きは法律で１４日以内となっていますが、１４日を過ぎても必要
書類がそろいしだい必ず手続きをしてください。

国保の保険証

　保険証は、医療機関を受診する際に必ず必要なものです。１人１枚の個人カー
ド証になっています。
○一般の保険証（濃クリーム色）
○退職者医療制度の保険証（空色）
　有効期限は平成３１年９月３０日までです。（年齢等により有効期限が短い
場合があります）
○高齢受給者証（白色）
　７０歳の誕生日の翌月（１日生まれの方は誕生月）から「国民健康保険高齢
受給者証」（自己負担割合２割または３割）が交付されます。国保の保険証と
併せて医療機関等の窓口で提示してください。高齢受給者証は毎年８月に更新
となるため、７月下旬に新しい受給者証を送付します。
☆保険証をなくしてしまったら
　印鑑、本人確認書類等をお持ちのうえ、保険年金課または出張所（梅郷・沢
井・小曾木・成木）へ再交付の申請をしてください。なお、本人確認ができな
いときは保険証に登録されている住所へ簡易書留で送付します。

　病院などの窓口で保険証を提示すれば、年齢などに応じた自己負担割合を支
払うだけで、医療を受けることができます。
☆医療費の自己負担割合

☆療養費
　次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、保険年金課へ申請し審
査で認められると、自己負担分を除いた保険給付分の金額をあとから支給します。
①�緊急時などやむを得ない理由により、保険証を提示せずに医療を受けたとき
②�医師が必要と認めたコルセットなどの治療用補装具代を負担したとき
③�国保の取り扱いをしていない施術所で、医師が必要と認めた、はり、きゅう、
マッサージを受けたとき

④海外渡航中に治療を受けたとき（治療目的の渡航を除く）
☆医療費が高額になったとき～高額療養費～
　医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分を高額療養費と
して、あとから支給します。該当する方には、医療費の支払いからおおむね２
～３か月後に申請書を送付します。申請書に記載の必要書類をお持ちのうえ、
保険年金課で手続きをしてください。
☆�「限度額適用認定証」および「標準負担額減額認定証」の交付申請
　通院や入院した場合、各医療機関に支払う医療費の自己負担額を適用区分（年
齢と所得により区分が分かれます）に応じた限度額まで、また、市民税非課税
世帯の方は入院時の食事代についても減額された額での支払いで済む制度があ
ります。この制度を受けるためには、医療機関へ認定証の提示が必要となりま
すので、保険年金課へ申請してください。また、現在認定を受けている方には
更新案内通知を送付します。更新が必要な場合は手続きをしてください。
　なお、世帯に所得の申告をしていない方がいる場合は、区分判定ができませ
んので所得の申告をしてください。
①７０歳未満の方
　１か月の医療費の自己負担限度額・１食あたりの入院時食事負担額（表１）
　７０歳未満の方が保険税を滞納している場合は「限度額適用認定証」を交付
できません。「限度額適用認定証」を利用できない場合、高額療養資金貸付制
度がありますのでご相談ください。
②７０～７４歳の方
　１か月の医療費の自己負担限度額・１食あたりの入院時食事負担額（表２）
☆一部負担金の減免、徴収猶予制度
　災害によって資産に重大な損害を受けたことなどにより、医療機関の窓口で
負担する一部負担金の支払いが困難であると認められた場合は、一部負担金が
減額、免除または徴収猶予となることがありますのでご相談ください。
☆こんなときには給付が受けられます
①�子どもが生まれたとき…出産育児一時金４２万円（医療機関への直接支払制
度になります。差額が生じたときや、直接支払制度を利用しない方は、保険
年金課へ申請してください）

②�死亡したとき…葬祭費５万円（葬祭を行った方への支給となります）

適用区分
（世帯内の国保加入者の年間所得合計）

1 か月の医療費の自己負担限度額
入院時 

食事負担額

９０１万円を超える世帯、所得の申告をしてい
ない方がいる世帯

２５２,６００円＋（医療費－８４２,０００円）×１％
※４回目以降１４０，１００円

４６０円
６００万円超～９０１万円以下の世帯

１６７,４００円＋（医療費－５５８,０００円）×１％
※４回目以降９３，０００円

２１０万円超～６００万円以下の世帯
８０,１００円＋（医療費－２６７,０００円）×１％

※４回目以降４４，４００円

２１０万円以下の住民税課税世帯
５７,６００円

※４回目以降４４，４００円

市民税非課税世帯（擬制世帯主含む）
３５,４００円

※４回目以降２４，６００円
２１０円

１６０円（注３）

適用区分
１か月の医療費の自己負担限度額 入院時 

食事負担額外来（個人単位） 入院（世帯単位）

現役並み 
所得者 

（注４）

同 一 世 帯 に 住 民 税 課 税 所 得 が
６９０万円以上の７０～７４歳の
国保被保険者がいる人

２５２，６００円＋（医療費－８４２，０００円）×１％
※４回目以降１４０，１００円

４６０円

現役並み 
所得者Ⅱ

同 一 世 帯 に 住 民 税 課 税 所 得 が
３８０万円以上の７０～７４歳の
国保被保険者がいる人

１６７，４００円＋（医療費－５５８，０００円）×１％
※４回目以降９３，０００円

現役並み 
所得者Ⅰ

同 一 世 帯 に 住 民 税 課 税 所 得 が
１４５万円以上の７０～７４歳の
国保被保険者がいる人

８０，１００円＋（医療費－２６７，０００円）×１％
※４回目以降 44,400 円

一般 
（注４）

「現役並み所得者」、「現役並み所
得者Ⅱ」、「現役並み所得者Ⅰ」、「低
所得者Ⅱ」、「低所得者Ⅰ」に該当
しない人

１８，０００円 
年間１４４，０００円

５７，６００円
※４回目以降４４，４００円

低所得者
Ⅱ

同一世帯の世帯主および国保被保
険者が住民税非課税の人（「低所
得者Ⅰ」以外の人）

８，０００円 ２４，６００円
２１０円 

１６０円（注３）

低所得者
Ⅰ

同一世帯の世帯主および国保被保
険者が住民税非課税で、その世帯
の各所得が必要経費・控除（年金
の所得は控除額を８０万円として
計算）を差し引いたときに０円に
なる人

８，０００円 １５，０００円 １００円

注３　過去１年間の入院日数が９１日以上で、申請して長期認定を受けた方
　なお、長期入院の入院日数は非課税世帯の期間のみ該当になります。
注�４　適用区分が「現役並み所得者」および「一般」の方は「限度額適用認定証」を申請する必要は
ありません。

義務教育就学前 ２割

義務教育就学後～６９歳 ３割

７０～７４歳 ２割（注１）〈現役並み所得者（注２）は３割〉

注１　昭和１９年４月１日以前に生まれた方は、国の特例措置のため１割負担です。
注�２　現役並み所得者とは、本人を含む同一世帯内に住民税課税所得１４５万円以上の７０～
７４歳の国民健康保険加入者がいる方です。

国保の給付～お医者さんにかかるとき～

表２　７０～７４歳の方（平成３０年８月１日以降）

表１　７０歳未満の方

　２０歳になる前の病気やけがにより障害基礎年金を受けている方は、所
得状況届（現況届）等の提出が必要です。期限までに提出がない場合は、
年金の支給を停止することがありますのでご注意ください。
　対象者には、日本年金機構から「所得状況届」が送付されますので、必
要事項を記入して７月３１日までに提出してください。
　また、診断書の提出が必要な方には、「診断書付きの所得現況届」を送付
しますので、医師の証明を受けて提出してください。
対象　障害基礎年金受給権者（年金コード２６５０、６３５０）
提出期間　７月２日～３１日
提出方法

▽持参…保険年金課国民年金係（市役所１階）

▽ �郵送…７月３１日（必着）までに〒１９８－８７０１青梅市保険年金課
国民年金係へ

その他

▽同封の記入要領に従って添付書類をご確認ください。

▽ �平成３０年１月２日以降に転入した場合は、３０年１月１日の住所地で
取得した３０年度分の所得証明書を添付してください。

▽ �レントゲンフィルムの提出が必要な方は、保険年金課へ直接持参してく
ださい。

問い合わせ　市保険年金課国民年金係、青梅年金事務所☎３０－３４１０

障 害 年 金 受 給 者 の 所 得 状 況 届
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を
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方
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年
６
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ま
で
（
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年

度
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）
全
額
免
除
・
納
付

猶
予
を
承
認
さ
れ
て
い
て
、

申
請
時
に
翌
年
度
以
降
の

免除等の種類
所得の目安 一部納付額

（月額）単身 ２人世帯※ ４人世帯※

全額免除／納付猶予 ５７万円 ９２万円 １６２万円 －

４分の３免除 ９３万円 １４２万円 ２３０万円 ４,０９０円 

半額免除 １４１万円 １９５万円 ２８２万円 ８，１７０円

４分の１免除 １８９万円 ２４７万円 ３３５万円 １２,２６０円 

※２人世帯は、夫婦のみで、夫婦のどちらかに所得がある場合
※ ４人世帯は、夫婦と子２人の場合で、夫婦のどちらかに所得があり、子は
１６歳未満の場合

年度
免除・納付猶予を
受けたい期間

審査対象
となる所得

３０
平成３０年７月

～３１年６月
２９年中

※ 申請時点から２年１か月前までの期間（すで
に保険料が納付済の月を除く）申請すること
ができます。
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受 
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２
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月
ま
で
の
期
間
に

限
り
、
退
職
者
本
人
の
所

得
を
除
外
し
て
審
査
す
る

特
例
免
除
制
度
が
あ
り
ま

す
の
で
、
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証
・
離
職
票
等
、

失
業
し
て
い
る
こ
と
を
確

認
で
き
る
公
的
機
関
の
証

明
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

◆ 

申
請
手
続
き
に
必
要
な
も

の
（
①
②
共
通
）
…
年
金

手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金
番

号
が
分
か
る
納
付
書
等
▽

認
め
印
（
本
人
が
署
名
す

る
場
合
は
不
要
）
▽
本
人

確
認
書
類
（
自
動
車
運
転

免
許
証
等
）
▽
雇
用
保
険

受
給
資
格
者
証
・
離
職
票

等
、
失
業
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
で
き
る
公
的
機
関

の
証
明
の
写
し
（
失
業
を

理
由
と
し
た
特
例
免
除
制

度
の
場
合
）

手 

続
き
場
所
・
問
い
合
わ
せ
　

市
保
険
年
金
課
国
民
年

金
係
（
市
役
所
１
階
）、

青
梅
年
金
事
務
所
☎
30
・

３
４
１
０

表１　期間と所得の関係 表２　所得の目安（３０年度）

平
成
30
年
度
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
額
決
定
通
知
書
を

７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す

　
支
払
い
金
額
と
納
付
方
法

や
納
期
限
な
ど
が
記
載
さ
れ

て
い
ま
す
。
お
手
元
に
届
き

ま
し
た
ら
、
内
容
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

後

期

高

齢

者

医

療

被
保
険
者
証
（
保
険
証
）
が

新

し

く

な

り

ま

す

　
新
し
い
保
険
証（
青
竹
色
）

は
、
簡
易
書
留
で
７
月
下
旬

に
送
付
し
ま
す
。
有
効
期
限

は
32
年
７
月
31
日
で
す
。

　
届
い
た
ら
、
氏
名
、
生
年

月
日
、
負
担
割
合
（
表
１
参

照
）
な
ど
の
記
載
内
容
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
現
在
お
使
い
の
保
険
証

（
藤
色
）
は
、
８
月
以
降
に

ご
自
身
で
破
棄
す
る
か
、
保

険
年
金
課
に
返
却
し
て
く
だ

さ
い
。

３
割
負
担
か
ら
１
割
負
担
に

変
更
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま

す（
基
準
収
入
額
適
用
申
請
）

　
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方

に
は
、
基
準
収
入
額
適
用
申

請
書
を
７
月
上
旬
に
送
付
し

ま
す
。
収
入
金
額
を
証
明
で

き
る
書
類
（
確
定
申
告
書
の

写
し
等
）
を
添
え
て
、
保
険

年
金
課
で
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

　
手
続
き
の
際
は
、
本
人
確

認
書
類
（
運
転
免
許
証
等
や

パ
ス
ポ
ー
ト
、
個
人
番
号

カ
ー
ド
）
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

（
個
人
番
号
）
が
確
認
で
き

る
書
類
（
通
知
カ
ー
ド
や
個

人
番
号
カ
ー
ド
等
）
の
提
示

が
必
要
で
す
。

※ 

収
入
額
が
表
２
の
基
準
額

を
超
え
る
方
は
該
当
し
ま

せ
ん
。ま
た
、収
支
上
の
損

益
に
か
か
わ
ら
ず
、
確
定

申
告
し
た
も
の
は
す
べ
て

収
入
額
に
含
ま
れ
ま
す
。

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証（
減
額
認
定
証
）

の
更
新
は
８
月
１
日
で
す

　
現
在
お
持
ち
の
減
額
認
定

証
の
有
効
期
限
は
、
７
月
31

日
で
す
。
す
で
に
交
付
さ
れ

て
い
て
、
世
帯
全
員
が
住
民

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
関
す
る
お
知
ら
せ

税
非
課
税
の
方
に
は
、
新

し
い
減
額
認
定
証
を
７
月

下
旬
に
送
付
し
ま
す
の
で

改
め
て
申
請
す
る
必
要
は

所得区分
３０年度住民税課税所得
（２９年中の所得から算出）

自己負担
の割合

一般
同じ世帯の後期高齢者医療
被保険者全員がいずれも
１４５万円未満の場合

１割

現役並み
所得

同じ世帯の後期高齢者医療
被保険者の中に１４５万円
以上の方がいる場合

３割

後期高齢者医療
被保険者数

収入判定基準
（２９年中の収入で判定）

世帯に１人

収入額が３８３万円未満

※ ３８３万円以上でも、同世帯に
他の医療保険制度に加入の７０
～７４歳の方がいる場合は、そ
の方と被保険者の収入合計額が
５２０万円未満

世帯に複数 収入合計額が５２０万円未満

あ
り
ま
せ
ん
。

　
減
額
認
定
証
を
医
療
機
関

の
窓
口
に
提
示
す
る
こ
と

で
、
医
療
費
の
自
己
負
担
限

度
額
の
適
用
と
入
院
時
の
食

費
の
減
額
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課

税
の
申
告
を
し
て
い
て
、
ま

だ
お
持
ち
で
な
い
方
は
、
保

険
年
金
課
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

負
担
割
合
が
３
割
の
方
へ

限
度
額
適
用
認
定
証
の
交
付

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す

　
８
月
か
ら
、
同
じ
世
帯
の

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

全
員
の
住
民
税
課
税
所
得
が

い
ず
れ
も
690
万
円
未
満
の
方

は
、
申
請
に
よ
り
限
度
額
適

用
認
定
証
の
交
付
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
医
療
機
関
の
窓
口
に
提
示

す
る
と
保
険
適
用
の
医
療
費

に
自
己
負
担
限
度
額
が
適
用

さ
れ
ま
す
。
該
当
す
る
と
思

わ
れ
る
方
に
は
申
請
書
を
７

月
上
旬
と
８
月
上
旬
に
送
付

し
ま
す
。
申
請
書
が
届
か
な

い
場
合
で
も
、
該
当
す
る
と

思
わ
れ
る
方
は
保
険
年
金
課

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
保
険
年
金
課

後
期
高
齢
者
医
療
係

表２

表１

■
納
税
通
知
書
を

７
月
初
旬
に
送
付
し
ま
す

　
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
に

加
入
し
て
い
る
世
帯
に
は
、
平

成
30
年
度
国
民
健
康
保
険
税
納

税
通
知
書
を
７
月
初
旬
に
世
帯

主
宛
て
に
送
付
し
ま
す
。

■
30
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税

　
30
年
度
の
税
率
等
は
表
１
の

と
お
り
で
す
。

　
国
保
事
業
の
安
定
的
な
運
営

を
図
る
た
め
、
国
民
健
康
保
険

税
（
保
険
税
）
の
納
付
に
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

　
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

も
納
付
で
き
ま
す
。
納
税
通
知

書
の
納
期
限
を
確
認
の
う
え
、

期
限
内
に
納
付
し
て
く
だ
さ

い
。

■

均

等

割

額

の

軽

減

　
前
年
中
の
所
得
が
一
定
額
以

下
の
世
帯
を
対
象
に
、
保
険
税

の
一
部（
被
保
険
者
均
等
割
額
）

を
減
額
す
る
制
度
で
す
。（
表

２
）

　
世
帯
主
（
国
保
加
入
者
で
な

い
世
帯
主
も
含
む
）
お
よ
び
国

保
の
加
入
者
全
員
が
住
民
税
の

所
得
申
告
を
済
ま

せ
て
い
る
世
帯
に

限
ら
れ
ま
す
の

で
、
所
得
が
な
い

方
（
被
扶
養
者
と

し
て
申
告
さ
れ
て

い
る
方
を
除
く
）

も
必
ず
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
軽
減
を

受
け
る
た
め
に
申

請
な
ど
の
手
続
き

は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
。
軽
減
割
合
は

所
得
に
応
じ
て
、

７
割
・
５
割
・
２
割
と
な
り
ま

す
。

■
非
自
発
的
失
業
者
の

保
険
税
の
軽
減
制
度

対 

象
　
次
の
要
件
を
す
べ
て
満

た
し
失
業
等
給
付
を
受
け
る

方
① 
離
職
日
が
21
年
３
月
31
日
以

降
で
あ
る
方

② 

離
職
日
に
65
歳
未
満
の
方

③ 

「
雇
用
保
険
受
給
者
証
」
に

記
載
さ
れ
る
離
職
理
由
が
次

の
い
ず
れ
か
の
方

▽ 

特
定
受
給
資
格
者
（
倒
産
・

解
雇
な
ど
の
事
業
主
の
都
合

に
よ
り
離
職
し
た
方
）【
離

職
理
由
コ
ー
ド
…
11
、
12
、

21
、
22
、
31
、
32
】

▽ 

特
定
理
由
離
職
者
（
雇
用
期

間
満
了
な
ど
に
よ
り
離
職
し

た
方
）【
離
職
理
由
コ
ー
ド

…
23
、
33
、
34
】

軽 

減
額
　
前
年
の
給
与
所
得
の

100
分
の
30

軽 

減
期
間
　
離
職
日
の
翌
日
か

ら
翌
年
度
末
ま
で

※ 

雇
用
保
険
の
失
業
等
給
付
を

受
け
る
期
間
と
は
異
な
り
ま

す
。

※ 

国
保
加
入
中
は
途
中
で
就
職

し
て
も
引
き
続
き
対
象
と

な
り
ま
す
が
、
他
の
健
康
保

険
に
加
入
す
る
等
、
国
保
を

脱
退
す
る
と
終
了
し
ま
す
。

※ 

資
格
喪
失
後
、
再
び
国
保
に

加
入
し
た
方
は
、
期
間
内
で

あ
れ
ば
再
度
軽
減
の
対
象
と

な
り
ま
す
の
で
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

手 

続
き
方
法
　
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証
、
保
険
証
、
印
鑑

（
世
帯
主
）、
個
人
番
号
が
分

か
る
も
の
を
お
持
ち
の
う

え
、
保
険
年
金
課
（
市
役
所

１
階
）へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
保
険
税
の
納
付
は

便
利
な
口
座
振
替
で

　
口
座
振
替
は
、
自
動
的
に
納

税
が
で
き
、
納
め
忘
れ
が
な
く

便
利
で
す
。
希
望
す
る
方
は
、

口
座
名
義
人
の
預
貯
金
通
帳
、

通
帳
の
届
出
印
、
納
税
通
知
書

を
お
持
ち
の
う
え
、
市
内
の
取

り
扱
い
金
融
機
関
ま
た
は
収
納

課
（
市
役
所
１
階
）
で
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。
市
外
の
取

り
扱
い
金
融
機
関
に
申
し
込
む

場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
収
納
課

で
口
座
振
替
依
頼
書
を
受
け
取

り
、手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■

保

険

税

を
滞

納
す
る
と

　
納
期
限
を
過
ぎ
て
も
納
付
が

な
い
場
合
は
督
促
を
行
い
ま

す
。
ま
た
、
納
期
限
か
ら
一
定

の
期
間
が
経
過
す
る
と
、
延
滞

金
が
加
算
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
で

も
納
付
が
な
い
場
合
、
通
常
の

保
険
証
の
代
わ
り
に
、
有
効
期

限
の
短
い「
短
期
被
保
険
者
証
」

や
医
療
費
が
全
額
自
己
負
担
に

な
る「
被
保
険
者
資
格
証
明
書
」

が
交
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
財
産
の
差
し
押
さ

え
な
ど
、
滞
納
処
分
を
受
け
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

７割軽減 ５割軽減 ２割軽減

世帯全体の所得
が３３万円以下

世帯全体の所得が
３３万円＋〈（国保
加入者数＋特定同一
世帯所属者数）×
２７万５千円〉以下

世帯全体の所得が
３３万円＋〈（国保
加入者数＋特定同一
世帯所属者数）×
５０万円〉以下

※ 特定同一世帯所属者数…国保に加入していた方が７５歳に
なり、後期高齢者医療制度に移行したあとも７５歳未満の
方で引き続き国保加入者がいる世帯の場合は移行した後期
高齢者医療制度加入者数をいいます。

表２　３０年度軽減対象世帯

区分 医療分 支援金分 介護分

所得割率 ５.７０％ １.８０％ １.６５％

被保険者均等割額 ２６,６００円 ９，６００円 ９,８００円

課税限度額 ５８０,０００円 １９０,０００円 １６０,０００円

表１　３０年度の税率等

■
納
付
が
困
難
な
方
は

ご
相
談
く
だ
さ
い

　
保
険
税
の
納
付
が
困
難
に

な
っ
た
場
合
は
、
必
ず
収
納
課

へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

災
害
や
そ
の
他
特
別
な
事
情
に

よ
り
納
付
が
著
し
く
困
難
な
場

合
は
、
保
険
税
が
減
免
対
象
と

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
詳
細

は
、
保
険
年
金
課
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 

い
合
わ
せ
　
保
険
年
金
課
資

格
賦
課
係

国
民
健
康
保
険
を
支
え
て
い
る
の
は

皆
さ
ん
の
保
険
税
で
す
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